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臨床検査技師養成教育カリキュラム等における 

臨地実習の各論点課題に対する意見とりまとめ提言書 

 

第１ はじめに 

○臨床検査技師国家試験の受験資格は、臨床検査技師等に関する法律第 15 条において臨

床検査技師学校及び養成所（以下、学校養成所）で修習した者並びに同等と認められる

者に定められており、「同等と認められる者」についてはその具体的な対象を臨床検査

技師等に関する法律施行令第 18 条において規定されている。 

○臨床検査技師の受験資格が得られる養成ルートは多岐にわたっているが、医療の質の変

化等、臨床検査技師を取り巻く環境の変化に伴い、各養成ルートで臨床検査技師の業務

に関して修得する知識や技能の水準に差が生じることがないよう、厚生労働省（以下、

厚労省）の検討会にて教育内容の見直し及び臨地実習のあり方等について、統一的な内

容として議論され、これに基づく関係法令の改正が令和３年３月に行われた。 

○また、今後もその時代の情勢や動向、国民の医療へのニーズの増大と多様化等に伴い、

臨床検査技師に求められる役割も変化していくことが考えられることから、当該見直し

による臨床検査技師の質の向上について検証も踏まえ、新カリキュラムの適用から５年

を目処として、新たな見直しの必要性について、関係職種団体からの意見を受けて厚労

省で検討を行うこととされた。 

○このことから、厚労省での検討予定時期である令和８年度に向け、日本臨床衛生検査技

師会（以下、日臨技）と日本臨床検査学教育協議会（以下、日臨教）は令和５年度に次

期カリキュラム改正等に向けた論点整理のための実施計画をとりまとめ、これに基づき

臨地実習の各論点課題について、令和 6 年度に日臨技内に WG を設置して論点整理を行

った。 

○これまで５回に渡り議論を重ね、今般、その整理内容を今後の見直しのための意見とし

て“臨床検査技師養成教育カリキュラム等における臨地実習の各論点課題に対する意見

とりまとめ提言書”としてまとめ、日臨技及び日臨教へ提出する。 

○日臨技及び日臨教は本提言を踏まえ、その内容を適切に吟味したうえで、令和７年度よ

り開始される次期カリキュラム改正のための国へ提出する要望書の作成に着手される

ことを期待する。 

 

臨地実習あり方 WG 

令和７年３月８日 
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第２ 次期カリキュラム改正等に向けて整理することとなった論点課題について 

１．論点課題内容 

○臨床検査技師の卒前教育は令和４年度に大きく改正された（詳細は別紙１参照）。 

○次期カリキュラム改正に向けた論点課題内容は、以下２つの事項により上がったものと

なっている。 

➢  卒前教育内容に関する大幅な見直し改正のため、令和２年度に厚労省でとりまと

められた“臨床検査技師学校養成所カリキュラム等改善検討会報告書”において

次回検討にあたっての課題として積み残された４件の内容 

➢  改正後に新たな課題として浮き彫りとなってきた 10 件の内容 

○これらを踏まえ、令和５年に日臨技及び日臨教で“臨床検査技師カリキュラム等におけ

る次期カリキュラム改正等に向けた論点とこれに伴う整理のための実施計画とりまと

め報告書”として論点を明示し、整理することとした。 

○厚労省での検討予定時期である令和８年度に向けて滞りなく準備するためには、いずれ

も早急に着手することが必要な課題となっている。 

 

 

 

２．論点課題内容のうち、日臨技が主となり整理を行うこととなった内容 

○計 14 件の課題において、学内教育に関する内容は日臨教が行い、臨地実習に関する内

容は日臨技が対応することとし、日臨技は内部組織として“臨地実習あり方 WG”を令和
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６年に設置することでこの対応を行った。 

○当該 WGにおける関係者と対応課題内容は、以下の通りとなる。 

 

（１）臨地実習施設における学生受入れの実態把握 

近年の医療技術の進歩等の動向をとらえることができるよう、学生の受入状況、

実施・見学している行為の内容について、基礎資料を作成し各論点における意見出

しのための参考情報として公表する。 

（２）臨地実習の進捗と達成度を明示的に評価できる仕組みの検討 

臨地実習における行動目標、評価法、基本的な行為の評価内容の統一化、適切な

評価基準等について、法令関連とは別途、“臨地実習ガイドライン 2021（以下、ガ

イドライン 2021）”や“臨地実習指導者講習会（以下、指導者講習会）”で示す内

容への反映も念頭に、今後の見直しのための意見をまとめ、提言として公表する。 

（３）臨地実習時に学生が経験すべき行為の検討 

必須・推奨として実施・見学すべき行為に定められた内容について、実態調査結

果をもとに、エキスパートオピニオンとして見直しの有無やその内容の意見でまと

め、提言として公表する。 

（４）学生と臨地実習施設のマッチングができる仕組みの検討 

実態調査結果と日臨教調査結果をもとに、臨床検査技師の臨地実習においてマッ

チングができる仕組みの必要性の有無、臨地実習指導者を配置する施設情報の共有

等、マッチングとは別の方策を検討し意見をまとめ、提言として公表する。 

（５）臨地実習指導者の考えをまとめ、Scope と到達目標の検討 

各職種のカリキュラム等見直しの進捗度合いによって臨床検査技師の次回改正

検討項目にもされるため、臨地実習指導者の要件に関し、見直しの有無とその内容

について意見をまとめ、提言として公表する。 
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第３ 臨地実習施設における学生受入れの実態把握について 

１．趣旨 

○令和３年までの臨地実習は教育目標と指定単位数のみであったが、改正により教育内

容には臨床検査に隣接する幅広い教育が追加され、かつ臨地実習で学生が経験すべき

行為が新たな概念として追加された。 

○これにより、チーム医療や検体採取やタスクシフト/シェアで業務拡大された内容の

見学が含まれ、臨地実習を１施設で完結ができない場合も発生する事態となった。 

○このことから、次期カリキュラム改正にあたっては臨地実習の実態把握を前提とする

議論を行う必要がある。 

 

２．整理方針 

（１）日臨技による“令和５年度 組織実態調査、会員意識調査”の活用 

○日臨技では会員施設に対し、２年に一度の施設実態調査と会員意識調査を実施してお

り、令和５年度を調査年度として令和６年４月に情報が公開された。 

○当該調査では、臨地実習としての実施行為や受け入れ体制等を多角的に調べる項目が

立てられ、実施状況を参考情報として得られるようになっている。 

○この情報を活用して臨地実習あり方 WG では各論点の意見をまとめることとした。 

（２）日臨教による“新制度臨地実習に関する調査”の実施 

○学生と臨地実習施設のマッチングができる仕組みを検討するにあたっては、学生と臨

地実習施設の調整状況等に関する実態を把握することで、その仕組みの必要性の有無

等を検討することが可能となる。 

○日臨教では学内教育に関する課題の意見をとりまとめるにあたり、教育内容を整理で

きる箇所について調査することとしており、この調査の中で情報として収集・活用す

ることで臨地実習あり方 WG における関係課題の意見をまとめることとした。  
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第４ 臨地実習の進捗と達成度を明示的に評価できる仕組みについて 

１．趣旨と整理方針 

（１）趣旨 

○臨床検査技師の臨地実習は、これまで教育目標と指定単位数等のみが定められていた

ことから、実施方法や指導環境、指導する期間等が施設により様々であり、学生が得

られる経験に大きな差が生じていた。 

○他方、臨床検査技師の資格のない学生が患者に接して臨地実習を行うためには、医療

の安全や患者との良好なコミュニケーション能力を含めた必要不可欠な知識・技能・

態度が十分に備わっていることが望ましいが、その確認方法や評定方法等も各学校養

成所により様々であり、臨地実習に臨む学生の質においても大きな差が生じていた。 

○これらを踏まえ、令和３年度の改正により、臨地実習における最低限の基準となる実

施期間と学生が経験すべき行為（以下、指定実習行為）が定められ、学内教育では臨

地実習に送出する前の段階における学生の技能修得到達度評価（以下、実習前評価）

が新たな枠組みとして導入されることとなった。 

○この指定実習行為や実習前評価の制度は、体制整備を第一にしており評価の内容や基

準等は実施者に委ねられている。 

○このことから、実習前評価については日臨教にて各学校養成所での実施事例を踏まえ、

より効果的な評価内容とその適切な評価基準となるよう検討が進められている。 

○他方、臨地実習の進捗と達成度の評価は現在、日臨技及び日臨教で発出しているガイ

ドライン 2021 や指導者講習会において、臨地実習で必須化された行為それぞれの行

動目標と評価法について、例とともに基本的な考え方を提案している。 

○臨地実習の進捗と達成度の評価においても、評価の内容や基準に関し、統一化等を含

めて見直しを図ることで質を担保していくことが望ましい。 

（２）整理方針 

○臨地実習の進捗及び達成度を明示的に評価できる仕組みについては、基本的な考え方

の提案をガイドライン 2021 で示しているが、あくまでも団体推奨のものであって統

一的基準としての効力はなく、今後、指定実習行為や実習前評価の基準的要素を見直

すことと合わせて整理する必要がある。 

○このことから趣旨を踏まえ、臨地実習あり方 WG には、指定実習行為を含めた臨地実

習における行動目標、評価法、基本的な行為の評価内容の統一化、適切な評価基準等

について、ガイドライン 2021 や指導者講習会で示す内容への反映も念頭に、今後の

見直しのための意見をまとめ、提言として公表することが求められることとなった。 

 

２．意見出しのための参考情報（詳細は別紙２、別紙３参照） 

○臨地実習の進捗の評価は、示されている内容は存在しない。 

○ガイドライン 2021 で提案されている臨地実習の達成度評価（以下、推奨評価表）は、

以下項目の行動目標を５段階で行う仕組みを推奨としている。 

1）臨地実習の注意・態度・心得等の付帯事項 
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2）関係法令が定める基本的な行為（実施の必須・推奨、見学の必須・推奨） 

 

３．参考情報を踏まえた委員からの意見内容 

○実施と評価における柔軟性の確保と現場での負担軽減が求められる中、進捗と達成度

を明確に評価できる仕組みが教育と実習現場の双方で効果的であると強調された。 

（１）臨地実習の実態について 

1）実習前評価の重要性 

○実習前の到達度評価を明確化し、学生のレベルを把握することで、実習受け入れ側

が適切な指導を行いやすくするべきだという意見が挙がっていた。 

○学校養成所で行う技能修得到達度評価の評価項目が提示されてないので、評価項目

の公開が指摘されていた。 

2）指定実習行為の見直し 

○臨地実習は患者からの協力を得にくい背景もあり、患者個別同意を得た上での指導

が求められるが、実情では困難な場合があるとの意見があった。 

○特に生理学的検査におけるスパイロメトリーを学生の技量で臨地実習において行

わせることは学生への過度な負担となり、かつ患者安全の面から現場技師として難

色があるため、必須は見学に留めることや患者誘導まで等といった柔軟な見直しが

提案されていた。 

3）指導体制の問題 

○人員不足から臨地実習の受入れ困難や、学校養成所毎に実習時間が異なることで受

入れ学生への指導内容に差が生じるという情報を得ている。 

○臨地実習指導者が１人で全ての評価を行うことは負担が大きいため、各部門で責任

者が評価を行い、総合評価を指導者がまとめる形が望ましいという意見があった。 

○また、現場での評価にばらつきがあるため、評価方法の標準化も課題として挙げら

れていた。 

（２）臨地実習の進捗と達成度を評価する仕組みについて 

1）達成度評価の標準化 

○実習評価の基準が曖昧で、統一性がなく妥当性に欠けるという情報を得ている。 

○臨地実習の達成度評価において、評価のばらつきを防ぐため、標準化が求められて

いた。 

○複数の担当者が一貫した基準で評価できるようにすることで、同一施設内及び施設

間での学生に対する公平な評価が実現すると考えられていた。 

2）進捗の評価の有効性 

○中間期間における進捗評価を導入することで、実習受け入れ側では実習期間中に問

題点を早期に把握し、改善に役立てることができるとされていた。 

○また、学生の成長度合いを把握しやすくなり、学校養成所側では教育効果の向上が

期待できると考えられていた。 

○一方、現場に負担をかけすぎないよう、評価のタイミングや回数、内容を必要最低
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限に留める等といった柔軟な対応が必要であるとの意見もあった。 

3）現場負担に配慮した進捗評価の簡素化 

○各項目における学生の進捗状況を評価し、定期的に学校養成所へフィードバックす

る仕組みが重要となるが、現場での負担軽減のため進捗評価は簡素化された形式が

望ましいとされていた。 

○推奨評価表のように詳細で厳密なものは負担が大きいため、現場の担当者が無理な

く評価できる仕組みが必要であるとの意見が多かった。 

 

４．臨地実習あり方 WG として示す提言内容 

○臨床検査技師の教育および実習の質向上に向け、以下の提言を示す。 

（１）達成度の評価について 

○達成度の評価は、統一された評価基準となるようガイドライン 2021 を見直す方針と

することを提案する。 

○なお、評価対象は指定実習内容を必ず含むものとして見直すことが望ましい。 

（２）進捗の評価について 

○各項目における学生の進捗状況を評価し、学生の成長度合いを把握し教育効果を向上

させるため、定期的に学校養成所へフィードバックする仕組みの導入を提案する。 

○ただし、評価のタイミングや回数など現場への過度な負担とならぬよう配慮した仕組

みとすること。 
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第５ 臨地実習時に学生が経験すべき行為について 

１．趣旨と整理方針 

（１）趣旨 

○令和３年度の改正により、学生が経験すべき行為として以下の指定実習行為が新たに

加えられた。 

 

○これら検査には、「診療の補助」の行為とされるものも一部含まれているが、臨床検

査技師の資格を有しない学生がこれを行うことについては、養成教育という側面から

違法性が阻却され得るとして定められるに至った経緯がある。 

○他方、指定実習行為は当初、以下を根拠に新たな枠組みとして組立てられた。 

①日臨技理事所属の病院において実施状況の高い基本的行為 

②国家試験の出題基準 

③職能団体の政策的意図 

○当時の日臨技理事は中・大規模病院の所属が多くを占めていたことから、職域全体を

みた際、実施状況として偏りが生じていることは否めない。 

○臨床検査技師を目指す学生が臨地実習において経験や修得すべき技術の範囲につい

て、医学の進歩を踏まえつつ、都度、実情に即した変更の要否確認が望ましい。 

（２）整理方針 

○指定実習行為は、学生が得られる経験の差を減らす目的で定められたが、臨地実習に

臨む学生の質の差を減らすことと並行し推進させなければ、医療の安全や患者とのコ

ミュニケーションに影響を与えかねない。 

○このことから趣旨を踏まえ、臨地実習あり方 WG には、指定実習行為として必須・推

奨の実施・見学すべき行為に定められた内容について、実態調査結果等をもとにエキ

スパートオピニオンとして、今後の見直しの有無やその内容の意見でまとめ、提言と

して公表することが求められることとなった。 
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２．意見出しのための参考情報（詳細は別紙２、別紙３参照） 

○指定実習内容の実施必須とする行為は、臨地実習を受け入れている医療提供施設で、

参考値として７割を超える施設で実施の経験をすることができている。 

○指定実習内容の見学必須とする行為は、臨地実習を受け入れている医療提供施設で、

参考値として４割を満たない施設でなければ見学の経験ができない行為もある。 

 

３．参考情報を踏まえた委員からの意見内容 

○臨床検査技師の業務拡大や教育の質向上が求められる中、学生の実習を現実的かつ効

果的に行うため、現場の負担軽減と教育内容の質向上を両立させる調整の必要性が強

調された。 

（１）臨地実習の実態について 

1）臨床検査技師の専門性を守る観点でみた臨地実習のあり方 

○他職種に役割や業務範囲を奪われることがないようにするためにも、学生時代から

実経験を通じた患者対応や接遇における一定の経験を積ませ、新たな検査技術や業

務拡大に対応した人材に育てることは重要であるとの意見があった。 

○学生が社会に出た後も自信を持って業務を遂行できるよう、現場での実践経験を含

めた教育カリキュラムの構築が重要であると考えられていた。 

2）消化器内視鏡検査について 

○見学必須とされた消化器内視鏡検査においては、臨床検査技師が配置していないた

め見学受け入れを断る施設が多く、どの学校養成所も苦慮しており、その対策を講

じることも必要と考えられていた。 

（２）臨地実習時に学生が経験すべき行為について 

1）学生に実施経験を必須とする行為 

○スパイロメトリーは、臨床検査技師養成の観点より、臨地実習で学生が患者に行う

ことを認められた医行為である一方、患者の負担が大きいことから、事前説明や装

着準備段階等に留めるべきとする意見があった。 

○特に生理学的検査や採血において学生の知識や習熟度・慣れに差があるという情報

もあり、学生個々の能力にばらつきがあることから、患者の安全のために臨地実習

で行わせる１行為のなかでも段階的に設定する等、患者と学生の双方に負担をかけ

すぎない範囲で教育目標を達成する方法を検討する必要があると考えられていた。 

○また、尿沈渣検査は臨床検査技師の知識・技能として重要であり、日臨技による組

織実態調査において 9 割を超える施設が実施させていることから必ず実施させる

行為にすべきとの意見があった。ただし、顕微鏡による目視法と自動化された機械

による方法など分析の仕方は施設により異なることを考慮し、“尿沈渣の観察”と

いう行為で実施必須として加えても差し支えないと考えられていた。 

2）患者同意の重要性と実習の倫理的配慮 

○患者に協力を得ることは行為にかかわらず一様に難色を示されるものであり、臨地

実習指導者が必要な技能を指導しやすくするため、臨地実習前の技能修得到達度評
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価の評価内容と結果を明確にし、共有すべきであるとの意見があった。 

○患者負担を軽減する工夫を行い、学生の到達度を示した情報を事前に共有すること

で、現場での円滑な指導体制を整えるべきであると考えられていた。 

3）医療施設以外での見学実習 

○医療施設以外での見学実習では、学生が直接的に患者に関わることはせず、心電図

の判読や電極装着等の臨床検査技師の作業を見学し、レポートを提出する形式で実

施されている施設もある。 

○臨床現場に触れる機会を設けつつ、学生が実習中に無資格で行う医療行為のリスク

を避けながら学びを深める工夫が求められる。 

○学生が見学で学ぶべき項目を事前に学校養成所と臨地実習施設で共有し、どの項目

を重点的に見学させるかを統一することが必要であると考えられていた。 

 

４．臨地実習あり方 WG として示す提言内容 

○臨床検査技師の教育および実習の質向上に向け、以下の提言を示す。 

（１）学生が経験すべき行為の見直し 

○患者対応を含む行為について、評価基準で段階的な教育目標を設定し、患者と学生の

双方の負担を最小限に抑えることを提案する。 

○特に実施経験を必須とするスパイロメトリーは、個々の学生能力を考慮し、場合によ

っては事前説明や装着準備までと、検査後の経験に留められるようするべきである。 

○また尿沈渣検査は、臨床検査技師の知識・技能として重要であって実施施設が大半を

占めることから、分析方法に幅があることを考慮し、“尿沈渣の観察”という行為を

実施必須として加えることを提案する。 

（２）患者同意と倫理的配慮の徹底 

○実習を受け入れる施設に対し、技能修得到達度評価の内容と結果を予め共有し、指導

の効率化を図ることを提案する。 

○患者負担を軽減するための工夫を行い、患者からの同意や協力が得やすい環境を整え

ることが望ましい。 

（３）見学実習の活用 

○見学実習においては、学生が実際に患者に関わらず、観察とレポート提出を重視する

形式を維持することを提案する。 

○見学内容の重点項目に関する統一的な指導方針を策定し、学校養成所と実習を受け入

れる施設で事前に共有すべきである。 

○また消化器内視鏡検査においては、実施している施設で臨床検査技師が常駐していな

いために見学受け入れを断ることがあり、実習先確保の課題になり始めている。 

○対策を講じるため、論点を整理し取り組みを検討するべきである。 
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第６ 学生と臨地実習施設のマッチングができる仕組みについて 

１．趣旨と整理方針 

（１）趣旨 

○臨床検査技師の臨地実習は、各学校養成所の実習調整者1による臨地実習施設との調

整により、学生個々でプログラムに沿ったスケジュールが組まれている。 

○マッチングは、学生の希望を聴取した情報と臨地実習施設として選定している施設の

状況をみて行われている。 

○指定実習内容の追加要件により、学生によっては臨地実習を１施設で完結することが

困難な場合、複数の臨地実習施設との間で学生受け入れの調整を求められることが想

定され、場合によっては新たな臨地実習先の開拓を必要とすることが懸念された。 

○これを踏まえ、厚労省より日臨技及び日臨教に対し、今後臨地実習に臨む学生が等し

く経験を積むことができるよう、臨地実習施設における学生受け入れの実態を把握す

るとともに、学生と臨地実習施設のマッチングができる仕組みを検討することが求め

られる。 

（２）整理方針 

○臨地実習施設は、各学校養成所のこれまでの人脈や繋がりによりリストアップされた

候補施設から、実習の期間や人数、実施を必要とする内容等を考慮し選定されており、

施設確保は各学校養成所の情報収集力に依存する実態がある。 

○このことから趣旨を踏まえ、臨地実習あり方 WG には、臨床検査技師の臨地実習にお

いてマッチングができる仕組みの必要性の有無や方法、臨地実習指導者を配置する施

設情報等を共有するためのマッチングとは別の方策について、実態調査結果等をもと

に意見でまとめ、提言として公表することが求められることとなった。 

 

２．意見出しのための参考情報（詳細は別紙３、別紙４参照） 

○殆どの臨地実習受け入れ先は病院であり、その大半を中核病院が占めている。 

○臨地実習の臨地実習施設（病院・クリニック）の割合には地域格差がある。 

○臨地実習指導者が所属する施設は、指導者講習会の事業が開始された当初に目標とし

た施設数を令和６年 10月時点で超える配置状況となっている。 

 

３．参考情報を踏まえた委員からの意見内容 

○臨地実習の多様化傾向や臨地実習施設数の地域格差が見受けられる中、効率的なマッ

チングシステムを構築・活用し、臨地実習の質を維持しつつ臨地実習指導者や臨地実

習施設の負担を軽減させる調整の必要性が強調された。 

（１）臨地実習の実態について 

1）学校養成所側の限界 

○学校養成所側が臨地実習施設を個別に調整する従来の方法では、臨地実習の多様化

 
1 指導ガイドライン ４（教員に関する事項）により、“臨地実習全体の計画の作成、実習施設との調整、臨

地実習の進捗管理等を行う者”として定められ、各学校養成所が配置する者 
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が進むにつれて限界がくるとの意見があった。 

○日臨技及び日臨教の双方による広域的なサポートが必要であると考えられていた。 

2）地域格差の課題 

○特に地方では臨地実習施設が少なく、学生が実習を行うために遠方へ行かなければ

ならないという地域格差が問題であるという意見があった。 

○この課題解決のためには、施設間連携や効率的なマッチングの仕組み導入等が必要

であると考えられていた。 

3）臨地実習指導者と学生の負担軽減 

○臨地実習は臨地実習施設や臨地実習指導者に負担がかかることから、臨地実習の質

の向上は重要ではあるものの、過度な負担とならないようにすべきという意見があ

った。 

○臨地実習指導者が一度に受け持つ実習人員数が過度に増えぬよう、実習施設内での

分散や実習施設のマッチングによる配慮を考えた整備も同時に必要と考えられて

いた。 

（２）学生と臨地実習施設のマッチングができる仕組みについて 

1）既存の管理システムの活用 

○既存の管理システムを本格的に活用するべきであるという意見があった。一方、活

用にあたっては管理の負担が臨地実習施設や日臨教に偏らないよう配慮すべきと

いう意見があった。 

○施設情報の収集と統括的な管理の仕組みづくりとともに、システムの機能を整備し、

実習可能な内容や見学可能な範囲を具体的に登録・更新できる仕組みが必要である

と考えられていた。 

2）臨地実習施設ごとの特色の把握 

○臨地実習が可能な施設の情報を詳細に整理し、学校養成所が必要時に施設候補とし

て選びやすいよう、一覧として施設番号、施設名称、所在地、実施/見学の可能な

行為といった情報を確認できる整備が必要であるという意見があった。 

○各施設の実習可能な分野や指導体制を明示する必要性があると考えられていた。 

3）臨地実習を複数施設で経験する効果 

○学生が複数の施設で臨地実習を行うことで、学生は見識が深まり就職先の選択肢が

広がるという意見があった。 

 

４．臨地実習あり方 WG として示す提言内容 

○臨床検査技師の教育および実習の質向上に向け、以下の提言を示す。 

（１）臨地実習指導者と臨地実習施設の負担軽減 

○実習指導者が過度に多くの学生を受け持たないよう、施設内での分散配置を促進する

とともに、将来的に実習指導者を各実習分野にも配置できるよう講習修了者を増やす

ことで、負担の分散を図るべきである。 

（２）広域的なサポート体制の構築 
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○臨地実習施設を個別に調整する従来の方法では限界があるため、日臨技及び日臨教が

連携し、広域的なサポート体制を構築することを提案する。 

○臨地実習指導者講習会に関する覚書2において、講習会の開催に関する範囲だけでは

なく、臨地実習の調整による範囲も含めて取り交わし直すべきである。 

（３）既存システムの活用と機能強化 

○既存の管理システムを活用し、実習可能な内容や見学可能な範囲を具体的に登録・更

新できる仕組みを整備することを提案する。 

○システム運用時には、管理負担が偏らないように配慮すべきである。 

（４）施設情報の整理と可視化 

○各施設の実習可能分野や指導体制を明示した情報を整理し、学校養成所が選びやすい

一覧として施設番号、施設名称、所在地、実施/見学の可能な行為といった情報を確

認できるよう整備することを提案する。 

○臨地実習受け入れが可能な施設の情報を可視化し、臨地実習の候補施設を増やす取り

組みを促進すべきである。 

 

  

 
2 日臨技と日臨教の間で、臨地実習指導者講習会の開催に関し、業務分担や開催経費、個人情報の保護等に

ついて取り交わされた合意書 
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第７ 臨地実習指導者の考えをまとめ、Scope と到達目標について 

１．趣旨と整理方針 

（１）趣旨 

○日本の医療職種の制度設計は、医師で定められた内容を踏襲する様に、整備ができた

職種から改正が行われている傾向にある。 

○医師は、「プログラム責任者講習」と「臨床研修指導講習」の２段階制となっており、

臨床検査技師を含む各職種の「臨地実習指導者講習会の開催指針」は、医師の「プロ

グラム責任者講習の指針」を転用して設定された内容・時間数で定められている。 

○将来的な動向として臨地実習指導者（及び講習会）の到達点も、医師の臨地実習プロ

グラム責任者（及び講習会）と実際に指導する者である臨地実習指導者（及び講習会）

のように、２段階の研修構造に相当すると予測される。 

○国は質を高める取組みを推奨する傾向にあり、この論点は各職種のカリキュラム等見

直しの進捗度合いによって、臨床検査技師への更なる要件追加の次回改正検討項目と

して挙がる可能性がある。 

（２）整理方針 

○臨地実習指導者の講習修了による明確なインセンティブがない現状において、更に質

を向上させるための投資をする場合、修了者数や指導状況等の実態を踏まえた検討が

必要となると考えられる。 

○このことから趣旨を踏まえ、臨地実習あり方 WG には、臨地実習指導者の要件に関

し、見直しの有無とその内容について意見をまとめ、提言として公表することが求め

られることとなった。 

 

２．意見出しのための参考情報（詳細は別紙３、別紙４参照） 

○他職種の指導体制の例として、看護師は特定学問の実習施設で指導者２名以上配置を

努力義務とし、理学療法士は実習人員と臨地実習指導者の対比が２対１程度となるよ

う配置を努力義務としている。 

○臨地実習施設に１名以上の修了者配置を目標に事業に着手した効果として、修了者は

１名配置の施設が大半を占めている。 

 

３．参考情報を踏まえた委員からの意見内容 

○臨地実習の質の担保が求められる中、適切な指導者の配置と進捗管理を行うため、施

設間での役割分担や負担軽減を図る調整の必要性が強調された。 

（１）臨地実習の実態について 

1）臨地実習指導者の配置状況 

○指導者講習会は十分に認知され、資格取得者は目標を上回る施設数の配置ができた

が、地域ごとの臨地実習施設数の違いが課題であるとの意見があった。 

○臨地実習指導者の配置人数が課題要件の１つにあり、施設に１名のみの施設では異

動や退職の影響を受けやすい現状にあると考えられていた。 
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2）学校養成所の臨地実習時の施設訪問状況 

○学生を臨地実習施設に任せたまま実習調整者による施設訪問が行われることがな

いケースが見受けられるとの意見があった。 

○実習期間中の進捗管理は、臨地実習の質を担保するうえで最低限必要であると考え

られていた。 

○また臨地実習の開始時点において、取組姿勢などに指導者が違和感を持つ学生も中

にはおり、臨地実習で何をすべきかといった訪問による進捗管理以前の状況もある

という意見があった。 

○一方で、沖縄など離島や県外から遠方への施設訪問は負担が大きいため、オンライ

ン対応も考慮すべきという情報もある。 

（２）臨地実習指導者の考えをまとめ、Scope と到達目標について 

1）臨地実習指導者の役割 

○臨地実習指導者は各分野の取りまとめ役として機能するべきだとの意見があった。 

○生理検査や検体検査など、専門性に応じた配置が必要であると考えられていた。 

2）臨地実習指導者の必要性 

○実習の質を考慮した場合、臨地実習指導者は各専門分野に配置するのが望ましいが、

２段階制とする等といった新たな枠組みを導入する際の負担について慎重に検討

すべきだとの意見があった。 

○講習がようやく形式化した現状で、次期カリキュラム改正時に更に要件の追加をす

ることは、臨地実習施設への負担が大きいため、将来的な改正に向けて指導者数の

増員を努力義務として推進していくことが現実的であると考えられていた。 

 

４．臨地実習あり方 WG として示す提言内容 

○臨床検査技師の教育および実習の質向上に向け、以下の提言を示す。 

（１）臨地実習指導者の配置状況 

○異動や退職の影響で指導体制の維持が困難となる恐れが指摘されていることから、指

導者数の増員を中長期的な目標とすることを提案する。 

○増員により各施設における配置状況の安定化を図るべきである。 

（２）学校養成所の施設訪問状況 

○実習期間中に学校養成所の調整者が施設の地理的条件を念頭に、原則として定期訪問

し、進捗管理を徹底する要件追加を提案する。 

○施設訪問を必須要件とし、実習の質を維持するための基準を設けるべきである。 

（３）臨地実習での指導について 

○臨地実習指導者の役割を明確化し、取りまとめ役として機能するよう各実習分野との

連携を強化することを提案する。 

○施設ごとの状況を考慮し、臨地実習指導者が実習分野ごとの特性や指導可能な人員数

に応じた柔軟な指導体制を構築できるようすべきである。 

○学校養成所は、臨地実習における指導が開始される前に、臨地実習の目的や取組にあ
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たっての姿勢などについて、学生の理解を得るための取組みを必須化することを提案

する。 

第８ その他（論点整理に伴い浮上した隣接する課題について） 

１．ガイドライン 2021 について 

（１）委員からの意見内容 

○ガイドライン 2021 で提案されている行為毎に評価項目は多岐にわたっており、細部

の評価内容は特に学生の標準的な能力を大きく超えて設定されている現状にあり、実

施に伴う労力を考慮する必要であるとの意見があった。 

○例示を推奨していく場合、評価基準を絞り込み、現場の負担を軽減しつつ、学生の成

長を適切に測れるよう見直すべきであると考えられていた。 

○また、推奨評価表で求める基準が高すぎる。評価基準の最高を C 程度とすることが妥

当という声があり、現場での負担軽減のために評価基準の簡素化が望まれていた。 

○共通評価項目は比較的容易に評価できるが、特に生理学的検査や血液学的検査におけ

る詳細な技能評価項目は学生にとって難易度が高く、基準が厳しすぎるとの意見が多

かった。 

（２）臨地実習あり方 WG として示す提言内容 

○推奨評価表による評価基準は、場合により学生に求められる内容が過度に厳しいため、

実情にあわせて統一されたものとなるよう見直す必要があると考えられる。 

○WG が整理した各論点課題はガイドライン 2021 に関係する部分も多く、個々の問題

については要点毎の記載を参照いただき、学生それぞれが実践的経験を得られている

か把握し、成長を適切に測れる内容に見直すことを提案する。 

○実際に活用した経験を基とした要修正意見が多いため、一つの方法として、分野毎の

専門家を集めた WG を立ち上げ、評価者により評価結果が変わることが出なく、かつ

現場負担に配慮した必要最低限の範囲に絞った評価基準とするべきである。 

 

２．臨地実習として学生を受入れることについて 

（１）委員からの意見内容 

○実習期間の増加に伴い、受け入れ施設の減少を防ぐため、学生受け入れにかかるコス

ト負担について、適正な実習費設定のための検討をすべきという情報がある。 

○また、スタッフ確保に苦労する状況下にある医療施設も少なくない中、臨地実習は学

生との接点を持つことからスタッフ確保につながるメリットがあるという意見があ

った。 

○臨地実習施設側としては、人員確保の課題解決にも効果があることから、積極的に学

生を受入れることを考慮してほしいと考えられていた。 

（２）臨地実習あり方 WG として示す提言内容 

○スタッフ確保に課題を抱える医療施設が多い現状を踏まえ、臨地実習を通じて学生と

の接点を持つことは、人材確保につながる効果が期待される。 

○人員確保の一助として、医療施設が臨地実習の積極的な受入れを検討するよう推進の



- 19 - 
 

ための呼び掛けを対応すべきである。 

 

第９ おわりに 

本提言書は、臨床検査技師の教育における令和３年度の大幅な見直し改正を受けて積み残

しとなった課題や、新たに浮き彫りとなった課題に関し、日臨技が主となり論点整理と意見

とりまとめを行うこととなった臨地実習に関する課題について、内部組織として“臨地実習

あり方 WG”を設置し、約半年の議論によりまとめた内容である。 

またその間、この提言内容に関し、日臨技会員（臨地実習指導者）及び日臨教会員施設に

対し意見を広く募集することにより、内容の適正化や形成過程の透明性、意見の公平性の向

上を図った。 

日臨技及び日臨教は本提言を踏まえ、その内容を適切に吟味したうえで、令和７年度より

開始される次期カリキュラム改正のための国へ提出する要望書の作成に着手されることを

期待する。 

最後に、厚労省で令和２年度に取り纏められた“臨床検査技師学校養成所カリキュラム等

改善検討会報告書”で記載される通り、臨床検査技師になるためには、学校養成所において

臨床検査技師に関する知識及び技能を修得して国家試験に合格する必要があるが、国家試験

に合格することのみに重点を置くのではなく、将来の臨床検査技師として活躍できる人材の

養成に重点を置き、臨地実習が学生の見識を深める一助となるよう配慮した改正となる要望

を今後組み立てられることを期待する。 

 

（参考） 

臨地実習あり方 WGの開催状況 

 

  第１回 令和６年 ８月１４日 実態情報をもととした意見収集 

  第２回      １０月９日 臨地実習の進捗及び達成度を明示的に評価できる仕組みについて 

臨地実習時に学生が経験すべき行為について 

  第３回      １１月８日 学生と臨地実習施設のマッチングができる仕組みについて 

臨地実習指導者の考え方、Scope と到達目標について 

  第４回     １２月１７日 臨床検査技師養成教育カリキュラム等における臨地実習の各論点

課題に対する意見とりまとめ提言書（案たたき台）について 

  第５回 令和７年 ２月２０日 臨床検査技師養成教育カリキュラム等における臨地実習の各論点

課題に対する意見とりまとめ提言書（案）について 

 



2024.8

1

WG
-

1.

2

（ 別紙１ ）



















（ 別紙２ ）



3

4





7

8



9

10

2021

WG

( ) 2021





13

 17

 17

17

 

 

 

14



1
2
 

G
ra

m
 

H
E
 



  
  

5 2 6 1
668

90
NDB 3

17



WG
-

（ 別紙３ ）





















（ 別紙４ ）



3

WG

4


















